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す
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す
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す
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設
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消
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(
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県
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整
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事
務
所)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

上
北
地
方

農
林
水
産

事

務

所

…

�

監
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員

○
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

(

事

務

局)

…

�

規

則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
三
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

第
二
十
二
条
第
十
九
号｣

を

｢

第
二
十
三
条
第
十
九
号｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中

｢

第
三
十
七
条
に｣

を

｢

第
四
十
五
条
に｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
中

｢

第
三
十
六
条
第
六
号｣

を

｢

第
四
十
四
条
第
六
号｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢

第

三
十
六
条
第
二
号｣

を｢

第
四
十
四
条
第
二
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

第
三
十
六
条
第
三
号｣

を｢

第
四
十
四
条
第
三
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

青
森
県
小
規
模
水
道
規
制
条
例
施
行
規
則
に
基
づ
く
事
務)

第
三
条

特
例
条
例
第
四
十
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
青
森
県
小
規
模
水
道
規
制
条
例

(

昭
和
四
十

七
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
条
例
の
施
行
の
た

め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
青
森
県
小
規
模
水
道
規
制
条
例

施
行
規
則

(
昭
和
四
十
八
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
六
号)

第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
定
期
の
水
質
検
査
を
行
う
事
項
の
決
定
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
十
五
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
六
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
中
平
六
一
の
二

奥
入
瀬
川
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
十
六
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
四
十
六
号

四

変
更
の
内
容

表
題

｢

十
和
田
湖
町
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
四
十
六
号
第
五
種
共
同
漁
業
権｣

を

｢

奥
入
瀬
川

漁
業
協
同
組
合
内
共
第
四
十
六
号
第
五
種
共
同
漁
業
権｣

に
、

(

目
的)

の
第
一
条

｢

十
和
田
湖

町
漁
業
協
同
組
合｣

を

｢

奥
入
瀬
川
漁
業
協
同
組
合｣

に
、

(

遊
漁
料
の
額
及
び
納
付
方
法)

の

第
七
条

｢

十
和
田
湖
町
漁
業
協
同
組
合
事
務
所｣

を

｢

奥
入
瀬
川
漁
業
協
同
組
合
事
務
所｣

に
改

め
、

｢

奥
入
瀬
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

(

十
和
田
市
東
六
番
町
三
の
三
六)

｣

、

｢

藤
坂
漁
業
協

同
組
合
事
務
所

(

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
下
前
川
原
一
五
一
の
二)

｣

及
び

｢

六
戸
町
漁
業
協
同

組
合
事
務
所

(

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
明
土
三
の
六)

｣

を
削
る
。

様
式
第
一
号
遊
漁
証
認
証
の
表
の
発
行
者

｢

十
和
田
湖
町
漁
業
協
同
組
合｣

を

｢

奥
入
瀬
川
漁

業
協
同
組
合｣

に
、
様
式
第
二
号
漁
場
監
視
員
証
の
表
の
発
行
者｢

十
和
田
湖
町
漁
業
協
同
組
合｣

を

｢

奥
入
瀬
川
漁
業
協
同
組
合｣

に
改
め
る
。

｢

こ
の
遊
漁
規
則
は
合
併
後
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。｣

の
附
則
を
追
加
す
る
。

五

施
行
の
日

平
成
十
九
年
三
月
十
六
日

青
森
県
告
示
第
二
百
十
七
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
中
平
六
一
の
二

奥
入
瀬
川
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
十
六
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
四
十
七
号

四

変
更
の
内
容
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発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
浜
久
保
二
七
の
五
三

荒

谷

源

治

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
榊
山
六
の
一
一
上
長
根

梅

雄

階
上
区
域

小
型
定
置
漁
業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
岡
崎
三
四
〇
の
六
六

岸

本

喜
三
郎

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
岡
崎
一
六
五
の
二

二

階

初

雄

深
浦
区
域

総
ト
ン
数
十
ト

ン
以
上
二
十
ト

ン
未
満
の
漁
船

に
よ
り
行
う
い

か
つ
り
漁
業

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
谷
地
通
一
四
の
一
七
〇

濱

田

正

�

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
家
ノ
前
一
の
一
沼

村

政

志

小
川
原
湖
区

域

底
び
き
網
を
使

用
し
て
行
う
し

じ
み
漁
業



( )

表
題

｢

十
和
田
湖
町
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
四
十
七
号
第
五
種
共
同
漁
業
権｣

を

｢

奥
入
瀬
川

漁
業
協
同
組
合
内
共
第
四
十
七
号
第
五
種
共
同
漁
業
権｣

に
、

(

目
的)

の
第
一
条

｢

十
和
田
湖

町
漁
業
協
同
組
合｣

を

｢

奥
入
瀬
川
漁
業
協
同
組
合｣

に
、

(

遊
漁
料
の
額
及
び
納
付
方
法)

の

第
六
条

｢

十
和
田
湖
町
漁
業
協
同
組
合
事
務
所｣

を

｢

奥
入
瀬
川
漁
業
協
同
組
合
事
務
所｣

に
改

め
る
。

様
式
第
一
号
遊
漁
証
認
証
の
表
の
発
行
者

｢

十
和
田
湖
町
漁
業
協
同
組
合｣

を

｢

奥
入
瀬
川
漁

業
協
同
組
合｣
に
、
様
式
第
二
号
漁
場
監
視
員
証
の
表
の
発
行
者｢

十
和
田
湖
町
漁
業
協
同
組
合｣

を

｢

奥
入
瀬
川
漁
業
協
同
組
合｣

に
改
め
る
。

｢

こ
の
遊
漁
規
則
は
合
併
後
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。｣

の
附
則
を
追
加
す
る
。

五

施
行
の
日

平
成
十
九
年
三
月
十
六
日

青
森
県
告
示
第
二
百
十
八
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
十
和
田
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
九
年
三
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

十
和
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

十
和
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

十
和
田
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
八
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
十
七
年
三
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
五

号)

の
事
業
地
に
変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
十
七
年
三
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
五

号)

の
事
業
地
に
十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
野
崎
を
加
え
、
東
十
五
番
町
、
東
十
六
番
町
、
東

二
十
四
番
町
、
元
町
東
二
丁
目
、
元
町
東
四
丁
目
、
元
町
東
五
丁
目
、
大
字
三
本
木
字
稲
吉
、

字
牛
泊
、
字
北
平
、
字
里
ノ
沢
、
字
東
小
稲
、
大
字
相
坂
字
相
坂
、
字
小
林
及
び
字
長
漕
地
内

に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
柳
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
九
年
三
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

板
柳
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

板
柳
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

板
柳
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可(

平
成
十
五
年
四
月
四
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号)

の
事
業
地
に
北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
赤
田
字
桂
の
一
部
、
大
字
辻
字
福
田
の
一
部
並
び
に
大
字

横
沢
字
東
宮
元
、
字
西
岡
部
、
字
岡
部
、
字
花
岡
、
字
里
見
、
字
西
里
見
及
び
字
富
永
の
各
一

部
を
加
え
、
北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼
字
東
の
一
部
、
大
字
太
田
字
西
上
林
の
一
部
、
大
字

辻
字
福
岡
、
字
岸
田
及
び
字
松
元
の
各
一
部
並
び
に
大
字
三
千
石
字
木
賊
、
字
二
潟
、
字
五
十

嵐
、
字
里
見
及
び
字
宮
内
の
各
一
部
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市
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計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
九
年
三
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
道
路
事
業

(
三
・
四
・
十
五
号
里
見
丸
山
線
外
一
線)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鰺
ケ
沢
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
九
年
三
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

鰺
ケ
沢
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

鰺
ケ
沢
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

鰺
ケ
沢
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
八
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
認
可

(

平
成
十
四
年
十
月
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号)

の
事
業

地
に
変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
認
可

(

平
成
十
四
年
十
月
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号)

の
事
業

地
に
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町
、
大
字
米
町
、
大
字
新
町
、
大
字
浜
町
、
大
字
釣
町
、
大

字
新
地
町
、
大
字
漁
師
町
、
大
字
舞
戸
町
字
鷲
見
、
大
字
舞
戸
町
字
後
家
屋
敷
、
大
字
舞
戸
町

字
西
松
島
を
加
え
、
大
字
七
ツ
石
町
、
大
字
舞
戸
町
字
西
禿
、
大
字
舞
戸
町
字
北
禿
、
大
字
舞

戸
町
字
久
富
、
大
字
舞
戸
町
字
蒲
生
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

弘
前
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル

弘
前
市
大
字
表
町
二
の
一
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
の
二

代
表
取
締
役

清
野
智

２

弘
前
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
表
町
二
の
一
一

代
表
取
締
役

浅
利
久
雄

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
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四

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
五
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
七
月
二
十
六
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高

杉
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

か
ん
が
い
排
水
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

弘
前
市
役
所

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

―

株
式
会
社
中
央
コ
ン
タ
ク
ト

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
伝
馬
町
三
の
一

深
尾
ビ
ル
三
階

代
表
取
締
役
社
長

藤
本
亮
吉

平
成

��･

�･

��

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

平
川
市
館
山
上
扇
田
四
〇
の
一
、
四
二
の
二
、

及
び
八
五

弘
前
市
大
字
栄
町
一
丁
目
二
の
一
鎌
田

勝

平
川
市
町
居
南
田
五
六
〇
の
二
、
五
六
一
、

五
六
二
の
一
、
五
六
三
の
一
、
五
六
三
の
三
、

五
六
四
、
五
六
五
及
び
五
八
九
の
二

東
京
都
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
二
丁
目
六
の

八

株
式
会
社

日
本
マ
イ
ク
ロ
ニ
ク
ス

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
外
ノ
沢
三
及

び
四
〇
、
字
愛
宕
九
八
の
一
の
一
部
、
字
外

ノ
沢
三
地
先
、
字
愛
宕
九
八
の
一
地
先

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社



( )

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

高
田
電
気
工
事
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

高
田

博
明

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
大
野
字
前
田
六
三
の
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
七)

第
三
二
二
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
二
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小
山
田

久

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
19年

２
月
９
日
付
け
青
監
査
第
112号

で
報
告
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法

(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
青
森
県
知
事
か
ら
措
置
を
講
じ

た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
公
表
す
る
｡

平
成
19年
３
月
26日

青
森
県
監
査
委
員

林
忠
男

同
鶴
賀
茂
世

同
小
比
類
巻
雅
明

同
阿
部
広
悦

青 森 県 報平成19年３月26日 月曜日 第2759号 6

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年
月
日

十
八
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業三
九－

一
〇
一

七

戸

町

平
成
��･

�･

��

〃

三
九－

一
〇
三

〃

〃

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

障
害
福
祉
課

委
託
団
体
(社
団
法

人
青
森
県
ろ
う
あ
協
会
)

に
対
す
る
指
導
及
び
検

査
が
適
正
で
な
い
も
の

が
あ
る
｡

今
後
は
､
関
係
規
則
等
を
確
認
の
上
､

適
正
な
指
導
を
行
う
こ
と
と
し
､
検
査

に
つ
い
て
は
､
実
績
報
告
書
等
を
十
分

確
認
の
上
､
適
正
な
事
務
処
理
に
努
め

る
こ
と
と
し
た
｡

社
団
法
人
青
森
県
ろ
う

あ
協
会

(青
森
県
聴
覚
障
害
者

情
報
セ
ン
タ
ー
の
管
理

委
託
)

物
品
購
入
に
お
い
て
､

年
度
末
ま
で
に
物
品
が

納
入
さ
れ
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
､
未
払

金
で
処
理
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
｡

物
品
購
入
の
処
理
が
適
切
で
な
い
た

め
､
臨
時
理
事
会
に
お
い
て
､
こ
の
物

品
購
入
に
係
る
代
金
を
県
に
返
還
す
る

こ
と
と
し
た
｡

時
間
外
勤
務
手
当
に

お
い
て
､
支
給
金
額
が

誤
っ
て
い
る
も
の
が
あ

る
｡

臨
時
理
事
会
に
お
い
て
､
職
員
に
支

給
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
の
で
､
年

度
内
に
支
払
う
こ
と
と
し
た
｡

青
森
県
住
宅
供
給
公
社

預
り
保
証
金
に
お
い

て
､
払
込
書
に
よ
る
請

求
が
遅
延
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
｡

今
後
は
､
手
続
の
内
部
審
査
体
制
を

強
化
し
､
事
務
処
理
に
誤
り
の
な
い
よ

う
に
万
全
を
期
す
こ
と
と
し
た
｡

八
戸
臨
海
鉄
道
株
式
会

社
子
会
社
へ
の
出
資
証

券
が
な
い
｡

子
会
社
の
定
款
を
株
式
不
発
行
会
社

に
改
め
る
変
更
登
記
を
し
た
｡
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退
職
金
に
お
い
て
､

支
給
手
続
が
適
正
で
な

い
も
の
が
あ
る
｡

�
定
年
に
達
す
る
前

の
年
度
に
お
い
て
､

社
員
に
対
し
退
職
金

の
一
部
を
支
給
し
て

い
る
｡

�
支
給
対
象
外
で
あ

る
契
約
社
員
に
対
し
､

退
職
金
を
支
給
し
て

い
る
｡

以
後
､
退
職
金
規
程
を
遵
守
し
適
正

な
支
給
手
続
を
行
う
こ
と
と
し
た
｡

む
つ
小
川
原
原
燃
興
産

株
式
会
社

売
上
原
価
に
お
い
て
､

支
給
対
象
外
の
社
員
に

対
し
賞
与
を
支
給
し
て

い
る
｡

今
後
は
事
務
処
理
を
適
正
に
行
う
こ

と
と
し
､
12月
支
給
分
か
ら
改
善
し
た
｡



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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